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○占部企画官 定刻となりましたので、ただいまから、第106回「社会保障審議会介護保険

部会」を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとう

ございます。 

 本日は、こちらの会場とオンライン会議システムを活用しての実施とさせていただきま

す。 

 また、動画配信システムでのライブ配信により、一般公開する形としております。 

 まず、前回の会議から委員の御異動がありましたので、新任の委員を御紹介いたします。 

 健康保険組合連合会常務理事、伊藤悦郎委員です。 

 また、本日御欠席ですが、全国知事会長崎県知事、大石賢吾委員です。 

 以上、新たに御就任をされておりますので御紹介いたします。 

 報道関係がいらっしゃいましたら、冒頭のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。 

（報道関係者退室） 

○占部企画官 それでは、以降の進行を菊池部会長にお願いいたします。 

○菊池部会長 皆さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 

 本日の出欠ですが、井上委員、大石委員、大西委員、齋藤委員が御欠席です。 

 井上委員の代理として、日本経済団体連合会副本部長、清家武彦参考人、大石委員の代

理として、長崎県福祉保健部長寿社会課長、尾﨑正英参考人、大西委員の代理として、高

松市介護保険課長、高尾昌伸参考人、齋藤委員の代理として、日本看護協会常任理事、田

母神裕美参考人、以上の方に御出席いただいておりますので、お認めいただければと思い

ます。 

 それでは、議事に入ります。 

 まず、本日の資料と会議の運営方法について、事務局からお願いいたします。 

○占部企画官 それでは、お手元の資料と会議の運営方法の確認をさせていただきます。 

 会場にお越しの委員におかれましては、資料を机上に用意しております。オンラインで

出席の委員におかれましては、電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと

思います。同様の資料をホームページに掲載しております。資料の不足等がございました

ら、恐縮ですが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたしま

す。 

 次に、発言方法等について、オンラインで御参加の委員の皆様には、画面の下にマイク

のアイコンが出ているかと思います。会議の進行中は基本的に皆様のマイクをミュートに

していただき、御発言の際にはZoomツールバーの「リアクション」から「手を挙げる」を

クリックいただき、部会長の指名を受けてから、マイクのミュートを解除して御発言くだ

さい。御発言が終わりました後は、Zoomツールバーの「リアクション」から「手を下ろす」

をクリックし、あわせて再度マイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。 

 なお、時間が限られておりますので、発言時間はお一人５分以内でお願いいたします。
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時間が到来いたしましたら事務局よりベルを鳴らしますので、各委員におかれましては発

言をおまとめいただきますようお願いいたします。 

○菊池部会長 それでは、議事に入りたいと思います。 

 議題１「基本指針について」及び議題２「介護保険被保険者証について」、まとめて事

務局から資料の説明をお願いいたします。 

○日野介護保険計画課長 介護保険計画課長でございます。 

 私のほうから資料を説明させていただきます。 

 議題の資料に入る前に、１点情報提供といいますか、御報告をさせていただければと思

います。 

 直近の介護保険の動きということで、参考資料１－４を御覧いただければと思います。

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律案の概要」でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、法案の概要を御覧いただければと思います。この法案で

すけれども、昨年、介護保険部会で制度改正の御議論をいただきまして、12月20日に意見

書を取りまとめていただいたところでございます。この御議論に基づきまして、事務的に

法案化の作業を進めてきたところでございます。 

 その結果、医療保険制度の見直しであったり、かかりつけ医であったり、こういったと

ころを含めてこの法律案という形になりまして、２月10日に閣議決定をし、国会に提出さ

れたところでございます。 

 介護保険の関係につきましては、特に直接関係するものとしては４ポツのマル２とマル

３が介護保険の関係になります。細かいところも含めた法案ということでいいますと、２

ページを御覧いただければと思います。全部で５項目ございます。 

 １つ目、介護情報基盤の整備ということで、介護DXの関係でございますけれども、その

事業につきまして地域支援事業に位置づけるとか、あとは医療保険者と共同して市町村が

国保連・支払基金に委託をする。こういったところを法律事項として法案に盛り込んでお

ります。 

 ２つ目、財務状況の見える化ということで、各事業所・施設につきまして損益計算書等

の報告を義務づけさせていただき、国がその情報を収集・整理して、情報を公表する。こ

ういったことを規定しております。 

 ３つ目として、生産性向上に資する取組の努力義務ということで、都道府県を中心に生

産性向上の取組が一層進むような規定の整備をさせていただいています。 

 ４つ目、看護小規模多機能のサービス内容の明確化、５つ目として、地域包括支援セン

ターの体制整備ということで、この法案に盛り込んでいるところでございます。予算関連

法案として提出をしているという状況でございます。 

 それでは、議題のほうに戻っていただきまして、資料１－１を御覧いただければと思い

ます。「基本指針について」でございます。 
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 ２ページを御覧いただければと思います。皆さん御承知のとおり、介護保険は３年を１

期にする計画を策定して事業運営をしております。この構造につきまして示した図が２ペ

ージ目になります。 

 まず、国のほうで基本指針を示しまして、それを受けて市町村のほうで介護保険事業計

画を策定いただく。具体的には、日常生活圏域の設定、各年度の種類ごとの介護サービス

量の見込み、地域密着型サービスの必要定員数、地域支援事業の量の見込み、介護予防・

重度化防止等の取組内容及び目標、こういったものを計画に盛り込んでいただきます。 

 これを受けまして、右側に行っていただきますと、３年間を通じた保険料を設定すると

いうことがこの介護保険事業計画の一つの眼目になります。この市町村の計画を受けまし

て、下に行っていただきますと、都道府県のほうで支援計画を策定いただきます。市町村

の計画を踏まえた介護サービス量の見込みを区域ごとにつくっていく。 

 もう一つの眼目としては、広域型の施設、特別養護老人ホーム等々でございますけれど

も、こちらの必要定員総数を決めていくということが都道府県の支援計画の眼目になりま

す。こういった構造になっておりまして、今回、介護保険部会の御意見等も踏まえた基本

指針の大まかな方向性について御議論いただくことになります。 

 ３ページでございます。こちらは、第９期の計画のスケジュールをお示ししております。

一番右が国のすべきことを示しております。昨年12月20日にまとめていただきました意見

書をベースにして、今回、２月27日基本指針の見直しの方針について御議論いただきます。

それを踏まえまして、国のほうで課長会議を開催し、都道府県、市区町村のほうで計画策

定の議論を進めていくことになります。 

 今回の議論を踏まえて、また先ほど申し上げた法案の状況も踏まえながら、６月から７

月ぐらいに再度介護保険部会を開きまして、基本指針の具体的な文言について御議論いた

だく。また、さらにそれを課長会議で市区町村にお示しをしていくことになります。 

 また、指針につきましては、今年の秋、10月、11月ぐらいに告示をさせていただく予定

としておりまして、年末に大体報酬改定の改定率が決まります。それを含めて、最後、市

区町村、都道府県のほうで計画を議会に報告し、市区町村になりますと介護保険条例を改

正して、来年４月から事業計画がスタートするといった流れになります。 

 続きまして、４ページを御覧いただければと思います。基本指針の構成を示しておりま

す。前文、第一ということで基本的事項、第二は市町村の計画に関する事項、第三という

ことで都道府県の計画に関する事項、それぞれについてこういうことを書いていくという

ことをお示ししている資料でございます。 

 ５ページに行っていただきまして、基本指針の検討に当たって考慮すべき要素を示して

おります。最初にあるのは、昨年12月にまとめていただいた介護保険部会の意見書になり

ます。こちらをベースに基本指針をつくっていくことになります。 

 そのほか２つ大きなものがございまして、先ほど御説明をいたしました法案の関係でご

ざいます。こちらは成立することが必要になりますけれども、成立した上で基本指針のほ
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うに反映させていくことになります。 

 また、３つ目の要素といたしましては、今月、２月16日に医療介護総合確保促進会議で

議論いただきました総合確保方針でございます。こちらの資料については割愛させていた

だきますが、参考資料１－５にございますので、後で御覧いただければと思います。 

 ６ページに行っていただきまして、基本指針のポイントについて簡単にまとめさせてい

ただきました。最初に基本的な考え方でございます。第９期、次期計画期間中に、２年目

に2025年、地域包括ケアのターゲットイヤーでございますけれども、それを迎えることに

なる。また、中長期的に考えると、85歳以上人口が急増して、医療・介護双方のニーズを

有する高齢者が増加をする一方で、生産年齢人口が急減していく、こういった環境変化が

ございます。 

 さらに、都市と地方で高齢化の進み方も大きく異なるので、地域の実情に応じて、施策

や目標の優先順位をしっかりと検討した上で計画を定めていくことが重要になってまいり

ます。 

 見直しのポイントを１から３まで、こちらは意見書の項目に合わせた形になっておりま

すけれども、１つ目は介護サービス基盤の計画的な整備ということで、１つ目のポツに書

いてありますけれども、地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、既存施

設・事業所の在り方も含めて検討して、介護サービス基盤を計画的に確保していくことが

重要だと書いております。 

 マル２は在宅サービスの充実ということで、これから給付費分科会等で御議論いただく

新たな複合的な在宅サービスといったところ、あと、地域密着型サービスのさらなる普及

と。 

 ２つ目の大きな項目として、地域包括ケアシステムの深化・推進ということで、地域共

生社会の実現、地域包括支援センターの体制整備、認知症対策、総合事業の充実化等々を

書いております。また、医療・介護情報基盤の整備についても書かせていただいておりま

す。 

 最後、３つ目として、介護人材の確保、生産性向上についてが大きなポイントになるか

なと思っております。 

 次の７ページに行っていただきますと、第９期計画において記載を充実する事項という

ことで、先ほどのポイントに加えて、さらに事項を網羅した感じの資料になっております。

こちらについては、意見書の御議論を踏まえて書いているところでございます。 

 ８ページ以降に、それぞれの項目に関する参考資料をおつけしております。ここの資料

は基本的には既存の資料が多いのですけれども、新しいものを御紹介いたしますと11ペー

ジでございます。 

 先ほど、都市部と地方で高齢化の進展具合が異なるということを申しましたけれども、

それのイメージ図と、あくまで例示でございますが、こういった視点が考えられるという

ことを書かせていただいております。 
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 また、新しい資料といたしましては、26ページを御覧いただければと思います。地域包

括ケアシステムの構築状況の自治体点検ツールということでございます。26ページの下に

意見書がございます。こちらの意見書の中でも、国として参考手法を例示することが適当

だという御指摘をいただいておりますが、地域包括ケアシステムの構築状況がどうなって

いるのか、地域の実情を踏まえてしっかりと施策を展開していくことが重要になりますの

で、そのためのツールを国が提供するということになります。 

 そのイメージが27ページにございます。こちらはちょっと込み入った資料で分かりにく

いかもしれませんが、基本的には、単純に施策をやるやらないということではなくて、地

域のビジョン、政策の目標の実現に向けてそれぞれの施策がしっかりと機能を果たしてい

るかどうか、今後何を優先すべきかということで、しっかりと政策目標を共有しながら施

策を展開できるような点検ツールにしようということで、今、最後の詰めをやっていると

いう状況でございます。最終的には皆様方にお示ししていきたいと思っております。 

 以上が資料１－１の説明になります。 

 続きまして、資料１－２「基本指針の構成について」を御覧いただければと思います。 

 １ページを御覧いただきますと、左側に今回の基本指針の項目をお示ししています。右

側に見直しの方針案を示しております。１ページで申しますと、基本的理念のところに、

右側に書いてありますとおり、例えば医療・介護の連携強化、医療・介護情報基盤の整備、

こういったものを書かせていただく。 

 ３番目の在宅医療・介護連携のところには、法律改正を踏まえてかかりつけ医機能につ

いて書かせていただく。 

 ４つ目の日常生活支援の体制というところでは、右側に行っていただきまして、総合事

業の普及・充実といったところを書いていくことを想定しております。 

 ２ページに行っていただきまして、基本的事項の５つ目の人材確保、資質向上等々のと

ころですけれども、こちらにつきましてはいろいろな項目を書くつもりでおります。ケア

マネの関係、地域包括支援センターの強化、外国人介護人材の定着、生産性向上等々を書

かせていただくことを想定しております。 

 ３ページに行っていただきまして、６つ目の介護に取り組む家族等への支援ということ

では、ヤングケアラーの支援を記載しています。８番目が虐待防止ですが、その下のリス

クマネジメントや経営情報の調査・分析については、項目を新規に入れることを考えてお

ります。 

 飛びまして５ページ以降、こちらにつきましては、左側に市町村の介護保険事業計画に

関する事項、真ん中に都道府県の計画に関する事項、それぞれにつきまして右側に見直し

の方針案につきまして書かせていただいております。かなりパラレルに市町村、都道府県

の計画両方に書く部分もあれば、市町村のみのものであったり、都道府県のみのものであ

ったりということもございますので、それぞれにつきましてめり張りを利かせて記載を充

実させていきたいと考えてございます。 
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 資料１－２の説明は以上でございます。 

 続きまして、資料２「介護保険被保険者証について」を御説明させていただければと思

います。 

 介護保険の被保険者証でございますけれども、介護保険部会では９月に１度御議論いた

だいたところでございます。その後、10月あたりだったと思いますけれども、マイナンバ

ーカードと健康保険証の一体化の話が出てきたり、介護関係でいいますと、介護情報基盤

の御議論が進んできた、方向性も出てきたこともございまして、今回、介護保険の被保険

者証の方向性につきまして御議論いただきたいということで、議題として出させていただ

いたところでございます。 

 １ページを御覧いただければと思います。現状を書いておりますけれども、今、介護保

険被保険者証は紙ベースで運用されております。今は、65歳に第１号被保険者になった際

に、保険者から被保険者に一斉送付をする。認定申請、変更申請等があったときには、被

保険者が保険者にその保険証を出していただきまして、保険者が必要な情報を記載して被

保険者に返付をする、こういった流れになっております。また、サービスを受けるときに、

認定者が事業所に被保険者証を提示する。被保険者証が被保険者、保険者、事業所等の間

で、紙ベースでやり取りをされているということが介護保険の現状となっております。 

 方向性のところでございます。今、健康保険証の議論が進んでいることと、先ほども申

し上げたとおり介護情報基盤の議論が進んでいますので、こうしたことを踏まえまして、

マイナンバーカードの活用を含め、被保険者証の電子化について、必要な情報を介護情報

基盤から取得することで、資格確認等を可能として、必要なサービスが受けられるという

方向で検討を進めることとしてはどうかと書かせていただいております。 

 それを具体的に図示したのが２ページ目でございます。青の矢印が今の被保険者証の流

れを示しています。左から、市町村から65歳になった時点で被保険者に保険証が送付され

る。通常は、要介護認定を受けるのは80とか85になったときなので、15年とか20年ぐらい

使われずにいる。実際に要介護状態になってきますと認定申請を市町村にしていただきま

すけれども、その際に被保険者証を紙ベースで出していただいて、あなたは要介護２です

とか、利用者負担は２割ですとか、そういったものを書いて返付をすることになります。 

 また、サービスをスタートするときには、ケアマネ事業所がどこなのか、ケアマネ事業

所に対しては被保険者証を添えてケアプランの作成依頼の申請を出してもらうとか、介護

事業所がサービスを提供するときには被保険者証も併せて見せる、こういったやり取りが

必要になってまいります。 

 今回、介護DXの関係で介護情報基盤という構想が動いております。具体的には３ページ

にイメージがありますけれども、介護情報基盤の中で情報連携ができれば、先ほどの２ペ

ージの被保険者証のやり取りのところに×印がありますけれども、こういったところのや

り取りをしなくても、マイナンバーカードをピッとかざすと情報連携ができるという仕組

みを構築できれば、被保険者、介護事業者、市町村にとってもかなり効率的な業務運営が
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できるのではないかと考えておりまして、こういったところにつきまして詳細について今

後検討を進めていきたいと考えております。 

 ４ページを御覧いただきますと、調査研究の事業の概要をつけております。今年の二次

補正におきまして、介護情報基盤、あと介護被保険者証の電子化について調査研究事業の

予算を要求し、お認めいただいたところでございます。こういったところで、自治体、介

護事業所の業務フローの見直しや、あとはどのようなメリットがあるのか、デメリットが

あるのか、自治体のシステムの改修の必要性もございますでしょうし、スケジュールも含

めて詳細をこの調査研究事業で検討していきたいと考えております。こちらについて御議

論いただければと思います。 

 私のほうの説明は以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様から、ただいまの説明に関して御発言があればお願いいたします。

オンラインの方はZoomの「手を挙げる」機能を使用していただき、私の指名により発言を

開始してください。 

 事務局から御案内のとおり、予定終了時間内に多くの委員の皆様に御発言いただきたい

と考えておりますので、発言時間につきましてどうか御協力いただきますようお願い申し

上げます。 

 それでは、いつものようにまず会場にお越しの皆様からあればお願いしたいと思います

ので、岡委員、粟田委員、花俣委員、よろしくお願いいたします。 

○岡委員 ありがとうございます。 

 まず、基本指針について、介護人材及び介護予防の２つの観点から、発言させていただ

きたいと思います。 

 まず、介護人材について、２点申し上げたいと思います。資料１－１の７ページ、３に

記載されている項目は、いずれも重要性が高い取組と考えております。しかし、６ページ

の３には、生産性や効率の向上について記載されているものの、人材確保や定着に関する

記述がございません。 

介護現場の人手不足が深刻化している中、ケアマネジメントを含めて、生産性の向上が

必要であることは言うまでもありませんが、介護という仕事の性質上、やはり、まずは人

材や人手の確保と定着ということを第一に考えていただくことが重要ではないかと思って

おります。したがいまして、ここに人材、人手の確保・定着への取組強化について追記を

御検討いただきたく、お願い申し上げます。 

 続きまして、２点目、外国人介護人材についてです。資料１－１、１－２を拝見したと

ころ、外国人の定着に向けた取組については記載が見られますものの、確保については触

れられていないように思います。参考資料１－３、昨年12月の本部会の報告書では、23ペ

ージの下から２つ目の○で、海外からの人材確保についてしっかりと記載をいただいてお

り、私も複数回にわたり、その重要性を訴えてまいりました。したがいまして、日本の介
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護分野での就労を希望する海外人材を掘り起こすといった取組を、待ちの姿勢ではなく、

政府が主体的に行うことについて、基本指針にしっかり明記いただくようお願いいたした

いと思います。 

 続きまして、介護予防についてでございます。介護保険制度は、国民の老後の生活をサ

ポートする仕組みとして定着しております。しかし、少子高齢化が止まらない状況を背景

として、介護・年金・医療といった社会保障について、悲観的な見方をしている国民が少

なからずいると感じております。それは介護のみならず、それぞれの制度が更新のタイミ

ングでスクラップ・アンド・ビルドがなされず、それまでの施策の運用が追加、拡充、細

分化されるばかりで複雑化し、国民が理解しにくい制度になってしまっていることが根本

にあるように思います。これについては、政府を挙げて仕組みの簡素化に取り組んでいた

だくとともに、これまで以上に分かりやすい国民向けの広報に力を入れていただきたいと

思っております。 

 話が少々それてしまいましたが、そうした制度面の改善を図ることと同等の重きを置い

ていただきたいのが、国民の自助を支える仕組みの強化でございます。誰もが健康寿命の

延伸を願っています。セーフティーネットとしての介護保険はありがたい制度ですが、そ

れに過度に依存しなくて済むよう、個々人による健康増進、介護予防の取組を広げること

が最も重要ではなかろうかと思っております。これが巡り巡って、介護を必要とする人へ

のより手厚い支援を可能とすることにもつながるのではないでしょうか。この点を明記い

ただけないか、御検討をよろしくお願いいたします。 

 加えて、国民の健康管理は、医療・介護両面からのアプローチが必要だと思っておりま

す。その意味から、市町村や都道府県の関係部局が垣根を超えて連携して、介護予防を推

進する重要性を、併せて基本指針に書き込んでいただければと思います。 

 続きまして、介護保険被保険者証について、２点申し述べたいと思います。１つは意見

でございますが、資料２の３ページの全国医療情報プラットフォームは、ページ上段の四

角の中の２つ目の○の記載内容を実現すべく、早期に構築することが重要と考えておりま

す。そのためにも、マイナンバーカードを活用した被保険者証の電子化を速やかに実現し

ていただきたいと思います。 

 マイナンバーカードの交付や健康保険証利用登録の進捗自体にも心もとない面はござい

ますが、来年秋に予定されている健康保険証の原則廃止までに、様々な課題克服に向けた

対処がなされるはずと考えております。介護保険被保険者証の電子化に当たって、ぜひ健

康保険証との一体化の経験を活かしてほしいと思っております。 

 次に質問でございますが、資料２に今後のスケジュールの記載がないように思います。

可能な範囲で結構でございますので、今後のスケジュール感を教えていただけるとありが

たく存じます。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 
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 最後に１点御質問がございました。いかがでしょうか。 

○日野介護保険計画課長 被保険者証のスケジュールでございますけれども、そういった

ところも含めて調査研究で詳細を詰めていきたいと思っております。ただ、被保険者証の

関係で申し上げますと、市町村の事務と関係がありますが、一方で、自治体の介護保険の

システム標準化の動きがございます。こちらにつきまして、令和７年度中にガバナンスク

ラウドのほうに移行していくという大きな方針がございますので、それの動きを見ながら、

スケジュールはこれから詳細を詰めていきたいと考えております。 

○岡委員 ありがとうございました。またその辺りが見えてきましたら、本部会でも御説

明いただけるとありがたいです。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 それでは、粟田委員、いかがでしょうか。 

○粟田委員 私からは１点だけ、意見というか、コメントをさせていただきたいと思いま

す。 

 このたび、資料１－１の基本指針の26ページから、「地域包括ケアシステム構築状況の

自治体点検ツール（仮称）について」、それから、「地域包括ケアシステム構築状況の振

り返り視点の例（暫定版）」、28ページにも「地域包括ケアシステム構築状況の自治体点

検ツール（仮称）について」という資料を加えていただいておりますが、これは大変重要

な取組になるだろうと思っています。 

 このことが実際に基本指針の構成の中でどういうふうに示されているかというのを見せ

てもらったのですが、これは地域支援事業において特に重要なことだと思いますので、見

ておりましたら、９ページに、包括的支援事業の事業量の見込みのところでこういったも

のを使って点検しながら、既存の地域支援に活用した地域包括ケアの推進、地域づくりに

つなげていくということが書かれておりまして、まさにそのとおりだと思うのですけれど

も、これは包括的支援事業だけでなくて、総合事業なんかもこういった観点は非常に重要

でありますので、ぜひ地域支援事業全体を網羅するような形で点検ツールを使っていただ

いて、地域支援事業全体のシステムインテグレーションみたいなことをぜひ進めていただ

けるように記載していただければと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 粟田委員におかれましては今日の議題４の検討会でも委員としてお務めいただくことに

なってございますので、その点も含めてどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、花俣委員、よろしくお願いします。 

○花俣委員 資料１－１のところでお聞きしたいことがございます。６ページの「第９期

介護保険事業（支援）計画の基本指針（大臣告示）のポイント」のところですが、２番の

「地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組」の１に、「地域住民を地域づくりや

日常生活の自立に向けた支援を担う主体として観念することが重要」とあります。「観念



10 

する」というのはどういう意味になるのか。一般的には、物事に対して持つ考えとか、あ

るいは諦めて現状を受け入れる、覚悟するといった意味で使われていると思うのですけれ

ども、ここではどういった意味で使われているのかというのをお教えいただければと思い

ます。 

 それから、同じく６ページの介護保険事業（支援）計画の基本指針のところで、３つ目

の「地域包括ケアシステムを支える介護人材及び介護現場の生産性向上」に「介護の経営

の協働化・大規模化」とあります。ホームヘルプサービスやデイサービスには小規模の事

業所もたくさんあり、在宅介護を支えていただいています。この文章だと、協働化・大規

模化ができない事業所はどうなるのだろうと心配になります。中小規模の事業所はどうな

るのかということについて、基本指針では言及しないという理解でよろしいのかどうかと

いうことをお聞かせいただきたいと思います。 

 あと、資料２のマイナンバーカードのところです。ここでは、介護保険の被保険者証は

65歳以上の高齢者で、約3440万人になります。この中で、要介護認定を受ける人は75歳以

上の後期高齢者が約９割で、80歳以上も508万人になります。また、介護が必要になる理由

は、要介護１から３まで認知症がトップです。資料１－１の６ページには、2040年を見通

すと、85歳以上人口が急増し、医療・介護双方のニーズを有する高齢者など様々なニーズ

のある要介護高齢者が増加するとの将来予測もあります。今後も認知症の人が増えていく

中、被保険者証を電子化していくことになります。将来的にはそうなっていこうと思うの

ですけれども、そもそもマイナンバーカードは義務ではなく、マイナンバーカードを持た

ない被保険者がどうなるのか、これも心配されるところです。２ページの図には、要介護

認定の申請からマイナンバーカードを使うことになっていますが、カードを持たない被保

険者への対応は考えられているのでしょうか。 

 また、認知症や身体障害が増える中、後期高齢者とデジタル化について、いつも申し上

げていますけれども、メリット、デメリット双方の検討が必要であり、御説明にもありま

したように、特にデメリットへの対策を考えていただくことが必要と思っております。関

係者の利益に資するだけでなく、被保険者の利益に資する御検討をお願いしたいと考えて

おります。 

 以上になります。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 お尋ねがございましたので、よろしくお願いします。 

○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。 

 １点目、資料１－１の６ページ目、２ポツのマル１、「地域共生社会の実現」において、

「地域住民を地域づくりや日常生活の自立に向けた支援を担う主体として観念することが

重要」の解釈についてお尋ねがありました。 

 こちらは、参考資料１－３の42ページ目にもございますけれども、２つ目の○、「地域

包括ケアシステムは、制度・分野の枠や、『支える側』『支えられる側』という関係を超
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えた包摂的な社会を目指す」ということでございますけれども、例えば、地域支援事業の

うち総合事業の多様なサービスや、一般介護予防事業における通いの場などでは、地域住

民の主体的な参加が欠かせないということをおまとめいただいております。そういったこ

とも含めて、支える側と支えられる側といった二分論ではなくて、地域住民の方々もこう

いった支援を担う主体として参加していただくということを記載したものと考えておりま

す。 

 以上です。 

○須藤高齢者支援課長 支援課長でございます。 

 ２点目の協働化・大規模化の関係でございますが、こちらも部会の意見書等でも取りま

とめいただきましたように、利用者さんが増えていく中で、先ほどもお話しいただいてお

りますが、限られた人材、資源をいかに有効に活用していくか、また、利用者さんにとっ

ても働く現場の方にとってもいい方向性は何なのかということをしっかりと考えていく必

要があります。そのための一つの手法として協働化・大規模化というものがあると思いま

すので、規模の大小にかかわらず、こうした人材・資源を有効に活用していく中で、どの

ような協働化・大規模化が必要かということをしっかりと都道府県さん、市町村さんであ

っても考えていただきたい、そういう中で、この指針の中でも必要な事項ということで書

かせていただいているというような考えでございます。 

○菊池部会長 あとは、資料２に関して。 

○日野介護保険計画課長 資料２につきまして、持たない人がどうなるかということでご

ざいますけれども、こちらは健康保険証のほうでも同様の議論がございますので、そうい

ったところも含めて、どういう対策ができるのか、しっかりと考えていきたいと思ってお

ります。 

○菊池部会長 いかがでしょうか。 

○花俣委員 笹子課長の御説明は重々理解できているのですけれども、何となく「観念す

る」という言葉に抵抗があったものですから、あえてお聞きした次第です。今のお答えで

承知いたしました。ありがとうございました。 

○菊池部会長 観念というか、令和２年改正で、介護保険法にも地域共生社会の理念は法

律上の考え方としてもう入っているという理解でいいのですよね。そのことと観念という

のが、抽象的というか、単なる観念の問題ではないのではないかという御趣旨もあったの

かなと思いましたので、抽象的な法律と離れた話ではないという理解でよろしいですよね。 

○笹子認知症施策・地域介護推進課長 御指摘のとおりです。 

○菊池部会長 資料２に関しては、先週金曜日に医療保険部会がございまして、そこで検

討会の状況が報告されていまして、河野大臣などがやっておられるのですが、代理交付と

か申請補助といった具体的な話も出てきておりますので、被保険者証の意味合いは介護保

険と医療保険では違うとは思いますが、そういった議論が、介護保険の対象になられる方

にも、必ずしも自分で保険証を提示してというわけにいかない方がおられると思いますの
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で、そういう意味で医療保険の議論を参考にしながらという意味だったと思います。 

 それでは、オンライン参加の皆様からお願いいたします。 

 𠮷森委員、どうぞ。 

○𠮷森委員 ありがとうございます。 

 まず、資料１の基本指針について、医療・介護の連携を進める観点から２点ほど意見を

申し上げたいと思います。 

 まず、資料１－１の６ページ、２ポツのマル２、医療・介護情報基盤の整備との項目が

盛り込まれておりますけれども、医療・介護情報の利活用については、オンライン資格確

認等、システムの推進などのデジタル化については医療分野で先行して進められている結

果、薬剤情報や特定健診情報の取得などの個々人の医療に関わる情報や健康に関するデー

タの活用が医療分野でのみ完結しているという現状であります。介護分野との情報連携に

は課題があるという状況であります。 

 そのような現状の中で、資料１－２の２ページの下から３つ目でございますけれども、

文書負担の軽減などは介護分野のデジタル化なくしては実現できないこと、これらを鑑み

ますと、２ポツのマル２の表現ぶりについて、「デジタル化を通じた医療・介護情報基盤

の整備」とするなど、介護分野でもデジタル化を強力に推進していくのだ、医療分野との

情報連携を図っていく旨を追記いただくことはいかがでしょうかということであります。

１つはそれです。 

 ２つ目としては、これまで我々は協会けんぽとして、各部会で都道府県と市町村におけ

る医療計画と介護保険事業支援計画との整合性を図る必要がある旨、重ねて申し上げてま

いりました。特に、令和５年度に都道府県において策定が行われる第８次医療計画につい

ては、新興感染症に係る対応が盛り込まれることとなっておりますけれども、その一環と

して、都道府県と地域の医療機関が高齢者施設などに対する医療支援体制について、高齢

者施設等との連携を含めて確認し、協定を締結することとなっております。 

 その際、ポイントとなりますのは、施設を利用されております高齢者、障害者や職員の

方の間で感染が広がらないようにすること、また、感染者が出た場合、迅速に医療にアク

セスできるようにすること、この２つであると認識しておりますけれども、医療計画に連

動する形で、介護保険事業支援計画についても、事前の備えや初期対応などについて記載

を盛り込み、自治体の関係部局を通じて各施設に取組を促すべきと考えております。 

 事務局におかれましては、医療関係部局とも連携し、この点について検討を進めていた

だければありがたいと思います。 

 以上、基本指針については２点意見でございます。 

 続きまして、介護保険被保険者証について意見でございます。資料２について、先ほど

デジタル化の推進については、介護分野に比べ医療分野での取組が先行して進められてい

る状況であると申し上げました。地域包括ケアシステムの理念をさらに深化させるために

は、介護保険分野でもオンライン資格確認等のシステムを活用し、ケアプランの内容や要
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介護度などの情報、データの活用や、医療分野で共有が進んでおります個人の健康や医療

に関わる情報の連携を進めていくべきだと考えております。 

 資料２の３ページに掲げていただいております全国医療情報プラットフォームなどの仕

組みが、真に国民にとって役立ち、使いやすく実効性のある仕組み、制度となるよう、今

後もマイナンバーの利活用を基軸に、先行して健康保険証の一体化が進んでおります経験

値も踏まえ、積極的にインフラ整備を進めていただくようお願いしたいと思います。 

 今回の介護保険被保険者証の電子化については、そうした大きな介護分野のデジタル化

の一環ということを踏まえ、ぜひ早急に実現できるよう進めていただきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 御意見として承っておきます。 

 それでは、田母神参考人、お願いいたします。 

○田母神参考人 ありがとうございます。 

 議題１、議題２につきまして、意見を申し述べます。 

 まず、議題１「基本指針について」でございます。看護小規模多機能型居宅介護につき

ましては、訪問のみならず、通いや泊まりを通じて医療ニーズの高い中重度の要介護の利

用者の方の療養を支えるサービスとして役割を果たしておりますことについて、介護保険

法の改正案に明記いただいたところでございまして、改めてお礼を申し上げたいと考えて

おります。 

 また、看多機の広域での利用についてでございますが、これに関し継続して提案をして

きましたことにつきましては、昨年12月20日の本部会の意見書におきまして、どのような

地域であっても必要な方がサービスを利用しやすくなるような方策を検討、としていただ

いたところでございます。 

 今回、お示しいただきました基本指針の構成等の見直し案におきましては、資料１－２

の11ページでございますが、「地域密着型サービスについて、指定の事前同意等による広

域利用等に係る検討について」は、任意記載事項として記載をされているところでござい

ます。任意記載となりますと、その実効性が担保されるかどうかというところで懸念をし

ているところでございます。 

 医療と介護両方のニーズを併せ持つ中重度の利用者の方に対応できる看多機については、

さらなる設置の推進が必要とされているところでございますが、近隣の自治体と調整等を

行い、広域利用を進めることについては、自治体の規模にかかわらず、サービスが必要な

中重度の利用者の方々のニーズに応える基盤整備のために非常に有効な方法であると考え

ております。 

 市町村間で看多機の指定の事前同意等、中重度の利用者の方の円滑なサービス利用に向

けた調整や話合いが確実に実施されるよう、基本的事項として記載していただきたいと考
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えております。ぜひ御理解いただきたいと考えております。 

 議題２の「介護保険被保険者証について」でございますが、これに関して電子化、マイ

ナンバーカードの活用を検討ということでございますが、これを進めるに当たりまして、

要介護度の高い方や申請の手続が困難な方に対して、身近で安心して相談できる相談窓口

の設置が必要であると考えております。その際には、人員確保を含めた体制整備が非常に

重要になってくると考えております。そうした体制整備に関しても御検討いただきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 それでは、小林委員、お願いします。 

○小林委員 ありがとうございます。 

 まず、基本指針について３点申し述べます。 

 昨年12月20日の部会としての意見を踏まえた見直しが各所にちりばめられたということ

で、よいこともあれば、留意すべきこともあるかと思います。例えば資料１－２の２ペー

ジ目に、地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置について、原則はどういう体制な

のかということや、センターによる支援の質が担保されるよう留意した上でということが

書かれていますので、そうしたことも一緒に伝わるようお願いいたします。 

 また、３ページ目にある「介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進」と

いう項目を新設することについて、これはよいことだと思います。事故などの再発防止に

向けても、それぞれの支援計画、事業計画において可能な取組が書かれることを期待しま

す。 

 最後に処遇改善についてです。既に基本指針に書かれていますが、医療介護総合確保基

金の活用などによる労働環境の改善と併せて、都道府県段階だけでなく、市町村段階でも

さらなる取組が進むような意識づけについて書いていただきたいと思います。いずれにし

ても、さらなる労働条件、処遇改善による人材確保を推進するようにしていただきたいと

思います。 

 次に、介護保険被保険者証について１点申し述べます。マイナンバーカードの活用を含

めた被保険者証の電子化について、健康保険証でも議論になっている高齢者への対応につ

いてです。個人情報保護の観点とも両立できる対応策について、まずは調査研究かと思い

ますが、丁寧な検討をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 それでは、染川委員、お願いします。 

○染川委員 ありがとうございます。 

 議題１の基本指針について意見をさせていただきます。基本指針案に私ども介護現場で

働く者としての意見も数多く反映をしていただいたことを、まずもってお礼を申し上げた
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いと思います。 

 昨年末まで、様々な資料を基に制度改正について議論を重ねてきたわけですが、これま

でに示された資料を基に制度全体の課題を考えると、一番は地域包括ケアシステムの実現

に向けた様々な取組について地域によってばらつきが大きいことかと思います。 

 介護サービス基盤の計画的な整備に関しては、在宅で重度の要介護者を支えるのに有効

な小規模多機能や看護小規模多機能居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、

少なくとも多様なサービスの一つとして、全ての地域で要介護者が選択できるようにしな

ければなりません。ぜひ普及に向けた対策について、さらに踏み込んで明確にしていただ

きたいと思います。 

 いずれにしても、不必要で取捨選択した結果ではなく、必要であるにもかかわらず様々

な課題があり、確保できない地域密着型サービスや、実施できない事業について、第９期

介護保険計画の中で確実に確保、実施につながる施策を具体的に進めていただくこと。加

えて、介護保険制度を持続可能とするための重要な要素である介護職員の確保に向けた処

遇改善を関連職種も含めて範囲を広げ、着実に、かつ具体的に進めていただくことをお願

いして意見といたします。 

 以上です。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 それでは、尾﨑参考人、お願いします。 

○尾﨑参考人 ありがとうございます。 

 全国知事会を代表する委員として新たに長崎県大石賢吾知事が就任いたしました。知事

が県議会対応で本部会に参加できないため、長崎県長寿社会課長の尾﨑が参考人として出

席させていただいております。 

 議題１「基本指針について」、４点御意見を申し上げます。 

 １点目は、総合事業でございます。本県においても重要な項目と考えており、今年度、

県内市町の詳細な実施状況を調査いたしました。 

 調査の結果、事業を担う事業所の人材不足、専門職の関与がなく、自立支援につながる

サービス提供不足、介護予防に効果的な短期集中予防サービスができていない、または実

施してもほかのサービスにつながらない課題がございました。 

 また、一般介護予防事業で実施いたします住民主体の通いの場は、働く高齢者が増加し

ている状況もあり、リーダー、ボランティアの担い手や後継者の不足といった課題もござ

いました。 

 今後、国において検討会を設置し、充実に向けた議論を行うことになりますが、事業の

担い手となる地域住民や介護事業所の掘り起こし、あるいは高齢者の心身の状況に応じて

介護予防に効果的なサービスが受けられるよう、地域の専門職が関与いたしまして、事業

間で連携していく仕組みを構築することが大変重要と考えております。具体的な方策を検

討し、お示しいただきたいと考えております。 



16 

 続きまして、介護人材の確保です。必要な介護人材を確保するため、介護職員のさらな

る処遇改善、職場環境の改善による離職防止、介護職の魅力の積極的な発信などを総合的

に実施していくことが必要と考えております。 

 本県では、若い介護職員を「介護のしごと魅力伝道師」として任命いたしまして、地域

の学校に出向いて介護職の魅力を語る事業を行っております。こうした教育機関と連携い

たしました介護職の魅力発信が重要ではないかと考えております。 

 また、国内人材を補完する外国人材の確保も重要でございます。介護職員の賃金は都市

部において高いため、離島・半島など過疎部を多く抱える本県におきましては、外国人材

について賃金が高い都市部の事業所に中途で転職する事例が見受けられます。 

 今後、都市部の高齢者介護の需要が増大することが見込まれており、国内人材も含め、

さらに都市部に人材流出となれば、過疎部の介護人材確保が大変厳しくなるため、こうし

た条件不利地域の処遇改善など、何らかの対策を検討いただく必要があるのではないかと

考えております。 

 ３点目は、介護現場の生産性向上でございます。都道府県主導の下、生産性向上に資す

る施策を取り扱い、適切な支援につなぐワンストップ窓口の設置が追加記載となっており

ます。現在、国が実施しております介護ロボットに関する相談窓口との役割分担など、都

道府県の役割をぜひ明確にしていただきたいと考えております。 

 最後に、給付と負担の在り方でございます。こちらにつきましては継続議題となってお

りますが、第１号保険料負担の在り方などにつきましては、介護が必要な人に必要なサー

ビスが提供できるよう、特に低所得者世帯に対する配慮を十分行っていただきたいと考え

ております。 

 また、制度改正に当たりましては、地方のさらなる財政負担を生じさせることのないよ

う、措置を講じていただきたいと考えております。 

 議題２「介護保険被保険者証について」でございます。マイナンバーカードを活用した

介護保険被保険者証の電子化につきましては、利用者や介護事業者の利便性向上のほか、

要介護認定情報確認の簡素化など、自治体の介護保険関係業務の効率化に寄与すると考え

られ、早期に実現できるよう、その考え方で構築していただきたいと考えております。 

 一方で、運用開始に当たりましては、基盤となる自治体の情報システム整備のほか、マ

イナンバーカードを持たない利用者やICT機器が導入されていない介護事業所の対応など、

様々な課題を解決する必要がございます。地域差により運用に混乱が生じないよう、情報

システムは全国一律に活用できるとともに、他サービスにも活用できる汎用性のある共通

のプラットフォームを構築し、計画的に導入を進めていただきたいと考えております。 

 また、介護事業所職員がデジタル機器を利活用できていないという声も散見されること

から、事業所へのICT導入や職員のデジタル対応に向けた研修を積極的に行っていく必要が

あると考えております。 

 また、自治体におきまして、運用開始に向け、利用者や介護事業所に対する制度の説明
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などの取組が必要であり、マンパワーの確保やシステム運用費用などの負担が生じるため、

システム導入が早期に実現できるよう、国と自治体で密に連携して推進していくことが必

要であると考えております。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 先ほど橋本委員がお手を挙げになっておられたので、よろしければ次に橋本委員、お願

いします。 

○橋本委員 ありがとうございます。日本慢性期医療協会の橋本でございます。 

 私のほうからは、基本指針について１点意見を申し上げたいと思います。 

 私たち医療者の目指すところは、重介護が必要となる寝たきり高齢者を少しでも減らす

ということであり、これが今後の人材不足とか介護費の縮小の対策の一つになるのではな

いかと思っております。そのためには、リハビリテーション、特に生活においての自立度

を上げる、寝たきりにならないようなリハビリテーションが今後大変重要な項目になるの

ではないかと思っております。 

 しかしながら、基本指針の構成の中に、そのようなリハビリテーションにおける項目が

はっきりと示されていないのではないか、見当たらないということ。また、基本指針の中

の７ページの２の２つ目の○のところに「地域リハビリテーション支援体制の構築の推進」

ということで書かれておりますし、16ページにおいて地域リハビリテーション体制のイメ

ージ図を出していただいております。しかし、これだけでは不十分ではないかなと思って

おります。 

 このリハビリテーション支援センターとか、そういったことも必要だと思うのですけれ

ども、今、現実にあるそれぞれの介護施設、福祉施設、もっと言えば在宅ケアにおいても、

リハビリテーションの視点をもっと重要視して、介護度を下げていくという努力を医療・

介護者、さらには行政なども含めて進めていくことが必要ではないかと思っております。 

 ぜひこの基本指針の中に、現在ある介護施設、福祉施設でのリハビリテーションの推進

ということも盛り込んでいただきたいと考えております。 

 以上です。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 それでは、お待たせしました。小泉委員、お願いします。 

○小泉委員 ありがとうございます。全国老人福祉施設協議会の小泉でございます。 

 本日は、見直しの内容について議論する場ではないように思いますけれども、喫緊の状

況を踏まえて御意見をさせていただきます。 

 介護サービスの基盤整備及び地域包括ケアシステムの深化・推進におきまして、在宅福

祉を支える上で通所介護・訪問介護の整備・充実が必要と考えますし、新たな複合型サー

ビスなども考慮されているところであります。 

 そのような中で、昨年は通所介護・訪問介護の小規模事業所の倒産が相次ぎ、過去最高



18 

という状況でございました。コロナ禍、人材不足、物価高騰と、様々な要因があったと思

いますが、介護報酬で運営できる報酬体系、また食費の基準費用額等の検討を考慮いただ

きたいと思います。 

 このようなことを鑑み、生産性向上の観点からも、第９期計画の策定におきましては、

介護サービス事業所の協働化・大規模化など、独自性のある経営力の強化に向けた方策が

必要と考えております。 

 また、最近は、他の産業におきまして従業員の給与の増額を検討・実施されているよう

でありますけれども、そのようなニーズがメディアで流れますと、介護人材確保は今まで

以上に困難を極めるものとなります。 

 私たち事業者も、介護のイメージアップややりがいなど、日々思案し、広報等を行って

いるところでありますけれども、賃金水準、労働環境を問われると非常に厳しいものがあ

ります。処遇改善加算等による対応や、人材不足の解決に係る検討が必要と考えます。従

来の人材確保策の延長では非常に効果が低いのではないかと考えますので、どうかその辺

りも御検討いただければありがたく思っております。 

 それから、介護保険被保険者証についてであります。介護保険被保険者証の電子化につ

ては、付加価値もあり、情報の共有や利便性の向上のメリットもあり、推進する方向で問

題はないと考えます。医療・介護のDX化にも大きな進展となることを評価いたします。 

 ただ、現段階でも健康保険証とマイナンバーカードの一体化において様々な意見もあり、

マイナンバーカードの発行自体も若干の問題を抱えております。また、情報の入力がスム

ーズに進むのか、情報共有の方法に問題はないのか、施設入所者等のマイナンバーカード

の管理、パスワードの管理などの問題について、慎重な判断を要する事案であると考えま

す。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 石田委員、お願いします。 

○石田委員 よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、資料１－１の基本指針のほうから、ここにありますように、特に団塊

の世代が85歳以上になる、そこを想定して今どのように計画を立てていくかということが

ポイントだと思います。こういった方々が80、85となっていくに従って要介護認定の申請

数が急増するということは当然あるわけで、そういうときにどう対応するか。また、そう

いった方々が医療と介護の双方のニーズを抱えてケアを必要としているという状況もあり

ます。 

 先ほど出ましたけれども、当然多くの方々が在宅でそういったサービスを受けるように

なるわけです。既に染川委員や小泉委員からもお話がありましたように、訪問型や巡回型

のサービスというのは絶対に必要なのに、現在、それがサービスを閉じてしまうという事

業所もあるという実態をどうしていくかということ。 
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 それから、小規模多機能や看多機等につきましても、質的にも量的にも必要とされてい

るのに、これが思うとおりに増えていかないという状況についてどうやって対応していく

か、克服すべき課題が山積であると思います。今後の計画については、これについて重点

的に考えていく必要があると思っております。 

 ２番目の地域包括ケアシステムの深化・推進というところで、地域住民を主体とした地

域づくりや日常生活支援の仕組みとここには書かれているのですけれども、現在、各市町

村等で重層的支援体制整備事業とか、あるいは総合事業もそうなのですけれども、そうい

ったいろいろな事業が考えられている中で、地域住民という言葉が普通に使われておりま

す。しかし、地域の様子も地域住民の生活の在り方も非常に大きく変容していますので、

そこを考えていくときに、様々な主体を想定して地域の仕組みをつくっていくというテー

マでは、これまでの発想を超えた新しいシステムを考えていかないと対応が難しいのでは

ないかと思っています。新しい視点というか、従来にはなかった考え方といったものをど

うやってつくり出していくかというのが大事ではないかと思っています。 

 地域包括ケアシステムというところに関して、７ページのところで、その事項の中に「ヤ

ングケアラー」という言葉が出てきました。これもやはり家族の介護力ということの問題

の中で、今までなかなか着目されていなかったヤングケアラーも問題に上がるようになっ

てきている。これは重要なことでもありますし、これまでの家族の在り方、地域の在り方

という発想をさらに広げた形で考えていく必要があるかなと思っています。 

 最後に、地域包括ケアシステムを支える介護人材確保、介護現場の生産性向上のところ

ですけれども、これについては同じく７ページの項目の中で一番下に、介護認定審査会の

簡素化とか認定事務の効率化とあります。先ほど最初に申し上げたように、要介護認定の

申請は急増するわけですから、今のような状況では絶対にもう立ち行かないということが

あると思いますので、この辺については改めて斬新な発想で考え方、対応を構築していく

必要があるのではないかと思っております。 

 以上です。 

○菊池部会長 ありがとうございました。 

 今の石田委員の御発言を伺いながら、新しい考え方、地域づくりみたいな、そういうの

も含めて、そういうのを介護保険の中でどうつくっていくのかという発想が必要だという

お話もあるかなと思って承っておりました。その意味でも、地域支援事業の在り方という

のがまた問われてくるのだろうと思います。ありがとうございます。 

 伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員 ありがとうございます。 

 私からは、基本指針につきまして意見をさせていただきたいと思います。 

 今回の第９期の基本指針についてでございますけれども、中長期的な地域人口の動態、

あるいは様々なニーズ、そういった状況等を踏まえた中で整備・計画をしていくことにな

ろうかと思います。 
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 ちょうど第９期の期間中である2025年には団塊の世代が75歳以上となるという状況であ

り、一方で、日本の社会を支えていく生産年齢人口の減少が続いていくというような状況

になってございます。そういった状況になる中で、今後さらに介護サービスあるいは給付

費が増大していくことが見込まれております。 

 やはり今回におきましては、制度の持続可能性の確保という観点が極めて重要になって

くるのではないかと考えており、また、高齢者がピークを迎える2040年も見据えた中で、

考え方や方向性をしっかりと指針の中に書き込んでいただきたいと考えてございます。 

 このほか、幾つか各項目について意見を申し上げたいと思います。まず、介護サービス

の計画的な基盤整備についてです。今回、資料の11ページにサービス需要の傾向について

グラフを例示していただきました。この中で、特に傾向３にあるようなサービス需要が現

状も、そして今後も減少し続けていくことが見込まれるような、過疎地域になろうかと思

いますけれども、こういった場所での介護サービス基盤の整備が難しくなっていくのでは

ないかと考えられると思います。 

 そういったことを踏まえて、既存施設の部分や事業所の在り方、あるいはそういったも

のの有効活用など、既存の枠組みにとらわれずに、新しい観点も含めてしっかりと検討・

計画できるようにする必要があるのではないかと思われるということでございます。 

 総合事業の充実化につきましては、介護保険制度における限りある資源で増大していく

介護ニーズに対応していくために、総合事業のさらなる推進が必要だと考えております。 

 昨年取りまとめていただきました意見の中でも、第９期の期間を通じて、工程表を作成

しつつ、集中的に取り組んでいくとされておりますけれども、こういった喫緊の課題であ

るということを加味いたしますと、今から進められることもあろうかと考えてございます

ので、ぜひとも効果的・効率的なサービス提供の推進のためにも、第９期の期間を待たず

して、取り組めるものにつきましては早急に取り組んでいただくべきと考えているところ

でございます。 

 また、後ほど出てきます議題４にあります総合事業の充実に向けた検討会の設置につい

ては、課題の整理、あるいは具体的な方策の検討、中間整理についても、可能な限り早急

に進めていただきたいと考えてございます。 

 もう一つ、給付の適正化事業の推進についてでございます。効果的・効率的な事業とな

るように、費用対効果の検証などを行って、事業項目、内容の見直しや効果的な事業への

重点化など、さらなる事業の改善、新たな事業の取組の検討などが図られるように、しっ

かりと考え方を指針に記載していただきたいと考えてございます。 

 私からは以上であります。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 清家参考人、お願いします。 

○清家参考人 ありがとうございます。 

 私からは、基本指針並びに介護保険被保険者証について、意見を申し上げたいと思いま
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す。 

 まず、基本指針について、１点目は、見直しのポイント案にもございますように、介護

サービス基盤の計画的な整備を地域の実情に応じて進めていく方向性はよろしいかと思い

ます。とりわけ、今回、新たに御説明のありました資料１－１の11ページにイメージ図を

示していただいておりますが、これまでにない傾向２や傾向３について、対応方針の例示

もいただいておりますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 ２点目、生産性の向上について、参考資料１－４の法律案の概要にも、都道府県を中心

に一層取組を進めていくということになっておりますので、この辺りも指針上にしっかり

書いていただきたいと思っております。とりわけ、様々な地域で好事例が恐らくあるかと

思います。こうした好事例の横展開が全体の底上げにも有効ではないかと認識をしており

ます。 

 以上が議題１でございます。 

 次に、議題２については、資料２の１ページの方向性に賛同する方向で意見を申し上げ

たいと思います。既に委員からも御指摘がありますとおり、医療分野で健康保険証のマイ

ナンバーカード一体化の取り組みが進んでおりますが、システム導入に当たって課題が

様々出ているところでございます。 

介護分野でも同じように課題等が恐らく出てくるかと思いますので、調査研究も進めてい

ただく中で、実際にサービス利用者、事業者、市町村、それぞれの関係者の方々にとって、

利便性が高まり、より質の高い介護事業、サービスが展開できるような方向を目指してい

ただきたいと思います。これがまさに介護分野のDXではないかと認識しております。 

 私からは以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 高尾参考人、お願いします。 

○高尾参考人 ありがとうございます。 

 全国市長会からは、３点意見を申し上げます。 

 まず１点目は、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組のうち、情報基盤の整

備について申し上げます。 

 介護情報基盤の整備につきましては地域支援事業に位置づけるとして、今国会提出の改

正法案に盛り込まれているところでございます。 

 今後におきましては、既に発足している介護情報利活用ワーキンググループでの議論を

はじめ、資料２の４ページでも触れられております調査研究事業でも扱われるとのことで

ございますが、全ての主体にとって有益で実効性のあるシステムを構築するためにも、引

き続き自治体を含む関係者との間で丁寧な議論をお願いいたします。 

 ２点目は、介護認定審査会の簡素化について申し上げます。認定審査の簡素化につきま

しては、保険者によって実施の有無、程度や、簡素化に対する考え方に差があるのが現状

でございます。昨年末の本部会の意見では、具体的にどのように審査を簡素化しているの
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かの事例を収集、周知することが適当とされていることを踏まえまして、検討に当たりま

しては実態の把握を詳細に行うことが重要であると考えております。 

 ３点目は、総合事業について申し上げます。総合事業の充実につきましては、資料４の

３ページ、＜中間整理に向けた主な検討事項＞の記載にありますとおり、住民主体のサー

ビスの実施は特に課題点であると認識をしております。総合事業におきましては、それぞ

れの地域特性に応じて実施することが重要ではございますが、好事例の横展開、情報提供

を求める声も多くの保険者から挙がっておりますことから、検討に当たりましてはこの点

も留意した議論をお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 及川委員、お願いします。 

○及川委員 ありがとうございます。日本介護福祉士会の及川でございます。 

 私のほうからは、議題１の基本指針について御意見を申し述べたいと思います。 

 まず、１－２の12ページに書いてございます「見直しの方針案」の○の３つ目、外国人

材の定着に向けた介護福祉士の国家資格取得支援等の学習環境の整備についてということ

で追記がございます。日本の在留する外国人介護人材に長く介護現場にとどまっていただ

くのであれば、在留資格の要件というものもありますが、質の高い介護を担っていただく

ためにも資格取得を目指していただきたいと考えております。極めて重要な項目だと考え

ております。 

 私ども日本介護福祉士会としましても、これまで厚生労働省の補助事業において、外国

人介護人材の皆様やその指導者を対象とした学習コンテンツ等を開発し、無料で提供させ

ていただいております。さらに、外国人介護人材の国家資格の取得支援の取組を推進する

予定としておりますので、この取組を進める際にはぜひ協力をさせていただきたいと考え

ております。 

 ただ、ほかの委員の皆様からも御意見がありましたが、国内人材について、人材確保が

なかなか難しい中で、ここについての言及がないのは違和感がございます。今後は介護助

手をはじめとする多様な人材の確保とともに、介護職チームのリーダーの役割が求められ

ている介護福祉士の育成・確保についての項目の追加を御検討いただきたいと考えます。 

 それから、資料１－１の23ページにあります「介護事故報告に対する市町村の対応」で、

市区町村に報告された介護事故の集計や分析を行っていただいておりますが、行っていな

いというものが46.7％、情報を活用していないが30.7％とあります。本基本指針に反映す

るかどうかは別といたしましても、この状況の改善について何らかの対応を御検討いただ

きたいと思います。 

 最後に、お願いとなりますが、資料１－１の14ページ、看護小規模多機能の普及の図に

「介護士」という記載がございます。これまでも度々お伝えしておりますが、「介護士」

の表現は改めていただきたいと思います。有資格者は「介護福祉士」、それ以外の介護従
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事者は「介護職員」、いずれかの名称で統一をいただくようお願いいたします。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○菊池部会長 ありがとうございました。 

 最後の点は検討していただきたいと思います。 

 津下委員、お願いします。 

○津下委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 私は、基本指針について、まず１－１の７ページ、地域包括ケアシステムの深化・推進

に向けた取組を第９期において充実するということに賛同するものでございますが、特に

総合事業については今回の議論の中でも、まだ地域の受皿づくりができていない、地域格

差が大きいなど、多くの課題が挙げられました。これについて充実が必要だと思うのです。

その際に、地域包括ケアシステムの構築状況を点検する点検ツールが提供されるというこ

とで、私も令和４年３月版のこのツールを拝見させていただいております。その中で、総

合事業についての記載や点検があまり含まれていないのかなというふうにも思いました。 

 質問としては、この点検ツールについては９期に向けて適宜更新されるのか、また、そ

れについて市町村が使いたければ使ってくださいという感じなのか、ある程度使っていた

だいて、そのデータを収集・分析して、課題とか全国的にはこういうような状況なのだと

いうことを示されるのでしょうか。そうすることで、より自己点検の質も上がってくるの

ではないかと思いますので、この点検ツールの位置づけ、活用、更新についても、どのよ

うな方向性かということをお伺いしたいと思いました。 

 ２点目です。地域リハビリテーションの支援体制は非常に重要なことだと思います。特

に脳卒中とか骨折などの急性期の場合は、地域リハビリテーションは広く行われるように

なりました。一方では、がんとかで入院・治療の後のフレイルの急速な進行に対するリハ

ビリテーションも重要だと思うのですけれども、施設または入院中のリハビリはしっかり

行われるのですけれども、在宅になるとなかなか継続が難しいという課題があります。 

 また、その問題の中に、本人のモチベーションというのが非常に大きいのではないかと

思っております。何のためにリハビリをするのか、高齢者自身がややもすると鬱状態にな

ったりするので、前向きな気持ちでリハビリが継続できるよう、周りが支え、応援してい

くことが重要ではないかと思います。こういう体制とともに高齢者のメンタルを支えるよ

うな家族、地域のつながり、かかりつけ医の声かけ、こういうサポートがあるなかで、本

人が自分のしたいことを思い出していただいて、リハビリの効果的な実施につながってい

くといいのかなと思います。 

 また、このような地域、家族、かかりつけ医の目、様々な方が高齢者を取り巻いている

ことが高齢者の虐待の防止にもつながっていくのではないかなと思います。施設だけに負

担をかけるということではなく、地域全体で高齢者を支える中で、虐待防止についても早

期発見、また早期の支えができるような仕組みづくりをお願いしたいと考えております。 

 それから、保険証についてマイナンバーカードで行われるということで、介護保険証を
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いただいてしばらく使わないために分からなくなってしまうということもありますので、

非常に有効だと思います。ただ、通知で来る、郵送で送られてくると介護保険に対して情

報を得ることができますが、マイナンバーカードですと、自ら情報を見に行く必要がある

のではと思います。何かしないと情報が見られないということになってきます。 

プッシュ通信など、本人に何か届くような仕組みを合わせないと、介護保険に対する住民

の認知が下がってしまうのではないかなと思います。マイナンバーカードで合理化する部

分と、そういう機会に高齢者や住民に対して知らせてきた情報について、それが低下しな

いように御配慮をお願いしたいと考えております。 

 以上、４点をよろしくお願いいたします。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 御質問があったと思いますので、お願いします。 

○和田認知症総合戦略企画官 まず、１点目の点検ツールについて、認知症企画官でござ

いますが、地域づくり室長としてお答えさせていただきます。 

 昨年度来、モデル事業を自治体を通じましてつくってまいりました自治体点検ツールに

つきまして、各種御指摘をいただきましてありがとうございます。 

 これまでの委員からも御指摘がありましたように、総合事業の評価をするだけではなく、

各種事業をそろえまして、介護保険計画の策定に向かって位置づけられるように各種の様

式をつくり、それをまず第一の活用場面としては介護保険計画の策定に向かって一度点検

をしていただくという形で活用していただくことを考えてございますが、このツール自体

は、介護保険計画のみならず、まさに御指摘いただいたとおり総合事業の達成状況とか、

その他地域づくりの状況について点検できるようなものとしてつくっておりますので、介

護保険計画の策定に当たって活用していただいた後、このツールをどのように活用してい

ただくか、引き続きこの研究を進めまして、点検状況等を収集したり、点検させていただ

くという形で、我々のほうとしてもこのツールを引き続き活用していきたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 津下委員、よろしいでしょうか。 

○津下委員 はい。その方向でお願いしたいのですけれども、現行のものを見ると、総合

事業という文言自体が非常に少なくて、介護保険計画をつくる上でも、そこに目が向くよ

うにもう少し記載が増えてくるといいのかなと感じました。今後改定の機会等がございま

したら、よろしくお願いしたいと思います。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 それでは、濵田委員、お願いします。 

○濵田委員 どうぞよろしくお願いします。 

 私は、資料１－１の基本指針並びに資料１－２の構成について、関連して御意見を申し

上げます。 
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 資料１－１の17ページにあります地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体

制整備に関連しまして、業務負担の軽減の制度改正関連で、介護予防支援事業所の指定を

居宅介護支援事業所が受ける場合、現在の介護予防支援の委託を受ける場合と同じく、介

護支援専門員が両方の事業を兼務して実施することも想定されておりますので、こうした

想定の下に対応をお願いできればということでございます。 

 また、この際に、継続性の観点から、安定的な体制を有する居宅介護支援事業所におい

て指定が進められることで、日常生活圏域における量的な考慮も含め、地域包括支援セン

ターの業務負担軽減や適切な関与が図られることにつながると考えられます。これらも想

定した計画となるように御配慮いただければと存じます。 

 また、主任介護支援専門員の人材確保の観点からも、介護支援専門員が必置とされてい

る事業所や施設の実務経験を有する人についても、主任介護支援専門員研修を受講できる

ようにするなど、都道府県による受講要件の整合性を図っていただいて、要件のある対象

者が受講できるように御配慮いただければ幸いでございます。 

 地域包括支援センターの主任介護支援専門員は、居宅介護支援事業所を支援、指導する

立場でありますけれども、主任介護支援専門員に準ずる者については、少なくとも介護支

援専門員、あるいは法定研修受講済みでなければ、現在の要項はこれらの状況を勘案した

内容であると考えられますので、その範囲内で、できれば現在のまま検討いただくことが

望ましいのではないかと考えております。 

 また、現状の主任介護支援専門員の雇用環境を一部伺いますと、委託契約等の関係もあ

るのだとは思うのですけれども、１年契約等の会計年度任用職員など有期契約がある場合、

またそれに従いまして給与条件等が他の職種と異なる場合もございますので、安定した採

用条件を図っていただくなど、これは介護支援専門員も含めてでございますが、処遇の改

善を図り、採用及び定着を図っていく必要があると考えております。 

 32ページにありますケアマネジメントに求められる役割、ICTやデータの利活用に係る環

境変化についてですが、データ連携について、要介護認定情報がケアマネジメントに活用

できるようにすることを進めていただければと存じます。 

 また、入退院時をはじめ、各種の情報連携を行うに当たって、加算要件や各種会議関係

などに関しても、ICTやデータ利活用ができる環境を踏まえたものにしていく必要があると

考えております。 

 33ページから34ページのハラスメント対策についてでございますが、いわゆるカスタマ

ーハラスメントの場合、職種や事業所の類型によって複数の職員が複数の利用者や御家族

に対応する場合と比べまして、１人の職種が１人の利用者、御家族に対応を求められる場

合では、負担度がより大きくなることがございます。居宅介護支援など相談援助職や訪問

系サービスで特に個別に担当者が決められる場合で、事業所や施設において解決が困難な

場合、地域包括支援センターや保険者など、外部の相談できる窓口があると大変ありがた

いと感じております。 
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 と申しますのは、指定基準で、正当な理由なくサービス提供を拒否することが禁じられ

ておりますので、苦情とハラスメントの境界が難しいような場合では逃げ場がなくなる環

境に追いやられることもございます。そうなる前に、経過が相談でき、いよいよやむを得

ない場合は正当な理由に該当することもあるということを認知していただけるようにする

ためにも、そういう支援窓口の整備か、あるいはこういった相談も対象に含めていただけ

れば幸いでございます。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 佐藤委員、お願いします。 

○佐藤委員 御丁寧な御説明をありがとうございます。 

 私からは２点ほど、資料１－２についてです。12ページのところで、事業者の文書負担

の軽減に向けて標準様式の普及というところが言及されていると思いますけれども、各種

届出、報告書の標準化に向けた、例えば具体的工程表、いつまでやるのかということも提

示していく必要があるのかなと思います。もしまだなければです。 

 あと、デジタル化の基本はワンスオンリーでありますので、内容が同じような届出や報

告書が複数求められていないか、例えば届出・報告の具体的な業務フローを見える化させ

て問題点を洗い出していく作業も必要かなと思います。 

 あと、複数自治体で事業を行っている方々もいらっしゃいますので、その場合、どこか

だ一括して出せば、その届出・報告がほかのいろいろな自治体にできるという、自治体間

をまたがったワンストップ的な取組もあっていいのかなと思いました。 

 それから、もう一つ同じ資料の１ページで、これは質問なのですけれども、高齢者の住

まいの安定的確保に向けて住まいと生活の一体的な支援という記載があるのですけれども、

住まいは公営住宅の利活用を含めて自治体の住宅政策に関わると思うので、介護の分野と

住宅政策と具体的にどんな連携があり得るのかということについて、もし何か知見があれ

ば、既に何か取組があれば教えていただければと思います。 

 最後にもう一点だけですけれども、先ほどからもありましたように、最近、介護事業所

は人材不足というのが大きな問題で、人材紹介事業者なんかを介して人を集めるというこ

とがあるみたいなのですが、人材紹介料がすごく高いという問題があるらしくて、この辺

りの実態はどうなっているのかというところを把握しておく必要があるのかなと思いまし

た。 

 以上です。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 お尋ねは住まいの問題と、それから工程表はあるのか、そこも確認があったかと思いま

すので、お願いします。 

○須藤高齢者支援課長 支援課長のほうからお答えさせていただきます。 

 まず、標準様式の活用とか、先ほどお話のありました複数の都道府県にわたって申請等
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を行う場合に電子申請・届出システムの活用で行っていくということは、この前までの規

制改革推進会議等での御議論も踏まえて進めているところでございますが、こちらを含め

まして、令和７年度のところで、各自治体さんにもしっかりと電子申請・届出システム等

を活用していただけるように進めてまいりたいと考えてございます。 

 もう一点、住まいの関係で、住宅政策との連携でどういうことがあるのかということで

ございます。こちらは、全世代型社会保障構築会議等でも御議論いただいてございますし、

前回の介護保険部会での意見の取りまとめのほうでも御紹介させていただいてございます

が、住まい、特に高齢者単身の方や夫婦のみの世帯の方にとって、特に住まいの確保が重

要でありますし、また住まいの確保の中で生活支援的な、家を借りるだけではなくて、住

まいを確保した上でその地域でどう生活していくか、そういった観点で福祉的な、介護的

な視点での連携がこれからますます重要になってくると考えてございます。 

 今、具体的に老健事業におきまして、そうした地域における高齢者の住まいの確保と生

活支援をミックスさせてしっかりと連携して取り組んでいくモデル事業なども進めてござ

いますので、そうした取組をまとめながら課題のあぶり出し、またその課題の方向性への

対処、こうしたものをしっかりと議論していきたい、また検討していきたいと考えている

という現状でございます。 

 回答は以上でございます。 

○菊池部会長 いかがでしょうか。佐藤委員、よろしいでしょうか。 

○佐藤委員 ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 佐藤委員のお尋ねとの関係で言えば、住まい支援となると厚生労働省の管轄だけでは済

まないので、セーフティーネットの施策とも当然関わってくる。それに対してどうしてい

くのかという視点が必要になってくるのではないかと思います。そういう議論を全世代型

社会保障構築会議のほうでもやっていると認識しています。ありがとうございます。 

 それでは、座小田委員、お願いします。 

○座小田委員 よろしくお願いいたします。 

 私からは２点でございます。 

 まず１点目ですけれども、資料１－１の35、36ページの外国人介護人材受入れ施設等環

境整備事業でございます。先ほど岡委員や及川委員からも外国人の就労や定着に関する御

意見がございましたが、外国人介護人材の受入れに当たっては介護・医療を含めた日本語

教育の学習支援、生活支援などに当たって、事業所職員の努力のみならず、経費的にも負

担が大きいことも実情ですので、資料にもオンライン研修等とありますが、ウェブやｅラ

ーニング等の教育なども含めて、環境整備や養成の機会を増やしていく事業など、早急に

準備いただければと思います。 

 もう一点は、今のもお願いで、次もお願いですけれども、後で資料４の説明があると思

いますが、総合事業についてでございます。検討会の設置を資料４で説明されると思いま
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すが、一点お願い申し上げたいと思っております。 

 地域の実情としては、定年の延長や専業主婦の減少などによって60歳代の方の就労率が

上がっておりまして、総務省の４年前の資料ですけれども、60～64歳では７割以上、65～

69歳では48.4％と５割の就労率がある。加えて、高年齢者雇用安定法が令和３年に改定さ

れておりまして、さらに就労率が上がると考えられます。それに伴いまして、地域のボラ

ンティア等の担い手の確保が厳しい状況が続いているのが実情ではないかと思います。た

だ、70代、80代、90代の方が担い手ができないかというと、そうではないとは思います。 

 総合事業の創設の理念に立ち戻ったときに、地域の支え合いの担い手としては、従前の

行政や社協等に加えまして、NPO、JA、生協さん、民間企業など、幅広く多様な主体の参画

を確保していかなければなりませんし、介護予防やフレイル予防、生活支援の取組をより

一層推進していく必要があると考えておりますので、今後の検討に当たって幅広の議論、

運営をお願いさせていただきます。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 東委員、お願いします。 

○東委員 ありがとうございます。全国老人保健施設協会の東でございます。 

 資料１－１の６ページ「第９期介護保険事業（支援）計画の基本方針（大臣告示）のポ

イント（案）」をご覧ください。そこに「見直しのポイント（案）」の「１．介護サービ

ス基盤の計画的な整備」のマル２「在宅サービスの充実」とございます。その中に、定期

巡回・随時対応等の地域密着型サービスの更なる普及とあり、これについては私も賛成で

はございます。しかしながら、先ほど橋本委員や津下委員からもリハビリの重要性の御指

摘がございました。私も、在宅サービス、居宅の要介護者の在宅生活を支える上で、やは

りリハビリは非常に重要な要素ではないかと考えております。 

 私ども老健施設は、介護保険法におきまして、施設サービスのなかで唯一、在宅支援と

いう役割が明記をされているわけでございます。そういう意味からも、在宅サービスの充

実のところは、ポツが２つございますが、ぜひもう一つポツを加えていただいて、老健施

設の在宅支援機能の強化とともに訪問リハビリ事業所の更なる普及というような、リハビ

リ機能の重要性もここで触れていただけないかとお願いを申し上げます。 

 それと共通するのですが、同じく12ページに「在宅医療・介護連携の推進」というスラ

イドがございます。その最初のところに「医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が」

云々と書いてあり、その下に在宅療養を支える関係機関の例が示されています。それを見

ますと、診療所、歯科医院、病院、在宅支援診療所、訪問看護事業所の下に介護サービス

事業所とありまして、（入浴、排せつ、食事等の介護の実施）で終わっているわけでござ

います。医療と介護の連携というときに、ここは医療の比重が大き過ぎて、介護サービス

の事業所を（入浴、排せつ、食事等の介護の実施）というひとくくりで示されているのは

少し釈然としません。介護サービス事業所の中にも、老健施設のような、介護サービスで
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あっても医療を提供し、リハビリを提供し、入浴、排泄、食事以外のサービスを提供して

いる事業所もあるわけですから、ここは介護サービス事業所をもう少し詳しく書いていた

だきたいと思います。 

 その下のポンチ絵のところも、「介護サービス事業所」と右上に一文書いてあるだけで

ございます。このポンチ絵もだいぶ古いものをそのまま使っていると思われますが、介護

サービス事業所の中に、もちろんここには老健施設だけではなく特養やグループホームも

入ってくるかもしれませんが、やはり医療・介護連携といったときに、介護サービス事業

所はいろいろな機能を持ったサービスがございますので、ぜひ介護サービス事業所の中身

ももう少し分かりやすいポンチ絵に直していただきたいとお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 江澤委員、お願いします。 

○江澤委員 ありがとうございます。 

 まず最初に、介護サービスの基盤整備について申し上げたいと思います。 

 近未来の人口推計はほぼ確実に起こるファクトでございますので、今後の医療・介護需

要はかなり明確に推計されています。したがいまして、地域の既存の社会資源の把握であ

ったり、それらの稼働状況を踏まえて、介護サービス基盤の整備を精緻に計画して、過不

足のない最適化を図っていただきたいと思います。 

 最近では、介護施設の稼働率が低下傾向にあります。すなわち空床があるということで

す。一方で、高齢者住宅の入居者につきまして、介護つきの４割、住宅型の５割、サ高住

の３割が要介護の３～５であります。したがいまして、かなり介護施設の代替機能を果た

しているというのが実態であります。 

 また、居宅サービスにおきましても、例えば通所リハビリテーションは、定員と稼働状

況の乖離が大きい、すなわち定員に対して利用者数の数が少ないというのが実態でありま

すので、潜在的にまだまだ受皿としてはキャパシティーがあり、そういった詳細な地域の

実情に基づいた介護サービス基盤の整備が必要だと思います。 

 また、在宅医療におきましては、介護施設や居住系施設以外の自宅とか高齢者住宅では、

訪問介護あるいは定期巡回・随時対応型訪問介護看護、いわゆる定巡のサービスで日常生

活を支援していかない限り在宅医療は継続できません。したがいまして、介護人材不足の

中で最も深刻であるホームヘルパーの確保が喫緊の課題であって、そこは在宅医療の継続

性と密接にリンクしているということは十分踏まえておく必要があると思います。 

 したがいまして、今後、各地域において外来や在宅医療の議論が深まる地域医療構想調

整会議の協議の内容の共有を踏まえて、医療計画との整合性も図っていく必要があると思

います。 

 また、実態といたしまして、在宅や介護施設の虚弱な高齢者とか、要支援・要介護者に

おいては、相当な高い割合で低栄養、貧血、糖尿病に関連する耐糖能異常、あるいは慢性
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心不全、不整脈、これらを潜在的に有している方が多いのが実態であります。 

 これらの方々は、感染症とか脱水等のイベントで容易に急激に悪化する率が高い方々で

ありますので、医療との連携によって、必要とされる医学的管理を充実することによって

防げる合併症、防げる重症化、急変というものもまだまだあるのだろうなと思いますので、

今後そういった辺りも課題だと思います。 

 次に、地域リハビリテーションを介護保険事業計画にしっかりと位置づけて、資料１－

１の16ページにありますように、医師会等の関係団体がバックアップする連携体制の下、

地域支援事業の総合事業や一般介護予防事業を支える仕組みにつなげていくことが重要だ

と考えます。 

 次は、介護人材確保につきまして、これまでいろいろな取組がなされておりますけれど

も、本丸と考えますのは、当たり前のことですけれども、人間関係のよい働きやすい職場、

次に働きやすさに配慮された労務管理体制、そして、何よりも職員のやりがいを実現する

職場、こういったことが重要でありますので、こういったことへの取組は欠かせないと思

っております。 

 生産性向上につきましても、例えば人を物扱いするような仕組みであったり、あるいは

個別ケアでなくて集団ケア的なものであれば、人材確保においては逆効果になると考えま

す。 

 最後に、資料２の介護保険被保険者証の電子化につきまして、これは当然進めるべきだ

と考えておりますが、まずは要介護高齢者の御本人や御家族をはじめとする地域住民への

理解を深める支援も必要だと考えます。 

 医療分野のオンライン資格確認でも、様々な課題が噴出したところでございます。介護

分野は小規模事業所が多く、高齢の職員もたくさんいらっしゃいますので、少し丁寧に進

める必要があります。 

 また、電子システム導入に当たりましては、医療分野と同様に助成金の支援等は必須だ

と考えております。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 これで一わたり御発言いただけたかと思います。追加で何かおありの方はいらっしゃい

ますでしょうか。よろしいですか。オンラインの方もよろしいですか。 

 ありがとうございました。様々な御意見をいただきました。いただいた御意見について

は、基本指針への反映も含めて御検討いただきたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 

 それでは、議題３と４は報告事項になってございます。まず、議題３「令和５年度 介

護納付金の算定について」、御報告をお願いいたします。 

○日野介護保険計画課長 介護保険計画課長でございます。 

 資料３を御覧いただければと思います。「令和５年度 介護納付金の算定について」と
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いう議題でございます。報告事項でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、昨年12月におまとめいただいた部会の意見書でございま

す。こちらに、「現役層が負担する２号保険料について」、「その透明性を確保する観点

から、毎年、納付金額決定の後の介護保険部会等で厚生労働省から報告することが適当で

ある」といった御指摘をいただいておりまして、それに基づきまして御報告をさせていた

だきます。 

 ２ページを御覧いただければと思います。介護納付金でございますけれども、介護保険

制度は公費が50％、保険料が50％で成り立っております。そのうちの保険料でございます

が、65歳以上の１号被保険者と40～64歳の２号被保険者で人口割をして御負担をいただく

といった仕組みになっております。その結果、令和５年度の予算ベースで申し上げますと、

第２号の被保険者に御負担していただく介護納付金額は３兆5700億円余りになります。 

 こちらにつきまして、右側に行っていたしまして、第２号被保険者一人当たりの負担金

額を計算して、そのうち被用者保険、協会けんぽ、健保組合、共済組合につきましては総

報酬割で御負担をいただく。それを医療保険者が医療保険料と一体的に徴収していただい

て、支払基金に納付し、支払基金から各市町村に給付費の27％分が支払われる、こういっ

た構造になっております。 

 ３ページに行っていただきまして、今回定まりましたのが、３ページから４ページにか

けて諸係数というものがございます。１から７まで７種類ございますけれども、こちらを

令和５年の予算案が固まりましたので、それをベースにして、今年の１月、先月に告示を

させていただいたところでございます。 

 詳細については細かいので説明は割愛させていただきますが、３ページの上に納付金の

算定式がございます。令和５年度の納付金額は、年間一人当たり７万4594円になっており

ます。こちらの金額は、令和５年度の概算納付金額から、２年前の令和３年度の概算納付

金額から確定納付金額を差し引いた精算額、それに調整金額、これは利子等になりますけ

れども、これを控除した額ということになってまいります。令和５年度は７万4594円とい

うことで、一月当たり6,000円強になっております。 

 ５ページを御覧いただければと思います。１号保険料と２号保険料の推移をお示しさせ

ていただいています。ふだん１号保険料のほうが注目されますけれども、２号保険料のほ

うは３年１期ではなくて毎年毎年の金額ということで、このような感じになっております。

直近でいいますと、先ほどの７万4594円を12か月で割った6,216円ぐらいが御負担いただく

額になります。被用者保険につきましては、事業主と本人で折半しますので、負担として

はその半分ぐらいになるというのが実際の負担額となります。 

 以上、介護納付金の算定についての御報告でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございました。 

 今回から御報告いただくことになったということでございます。 

 何か御質問等がございましたらお願いいたします。会場はよろしいですか。 
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 それでは、オンライン参加の伊藤委員からお願いします。 

○伊藤委員 ありがとうございます。 

 今回こういった形で部会のほうに御報告いただきまして、大変ありがとうございます。

感謝を申し上げたいと思います。 

 以前から申し上げておりますけれども、２号保険料の負担の仕組みにつきましては、２

号被保険者の保険料、それから各医療保険者が納付する介護納付金という形になっており

ますけれども、給付と負担の関係性が、特に２号被保険者につきましては希薄ということ

でもございます。ある意味、税金的な見方に近い性格のものになっているのではないかと

も感じているところでございます。 

 今回、介護納付金につきましてこのように御報告をいただいたわけですけれども、最後

の表にございますように、現役世代の負担が大きく増加しているという状況になってござ

いますので、保険料を負担している第２号被保険者、あるいは各医療保険者と議会、こう

いったものの納得感を得ていくことが極めて大事なのだろうと思ってございます。 

 ぜひともそういったことを踏まえて、第２号被保険者の保険料につきまして、例えば国

の審議会というような開かれた場で検討するとか、あるいは全国一律の保険料率を設定す

るといったことにつきまして、今後とも御検討いただけたらありがたいと思います。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 橋本委員、どうぞ。 

○橋本委員 ありがとうございます。 

 ちょっと違う話なのかもしれないですけれども、納付金というか、給付と負担という財

政的なところのお話だったのでちょっとお聞きしたいのですけれども、先ほど佐藤委員が

御指摘になった人材派遣料のことについてお伺いしたいです。人材派遣料に対してのディ

スカッションというか、いろいろな協議は、介護保険部会だったり、こういう会議で、皆

さんで議論していい場なのかどうかということを、お聞きしたいです。 

 私どもは病院と施設の両方を運営していますけれども、今、病院は人材派遣料がどんど

ん高額になってきまして、ただ、基準があったり、現実のところ、スタッフが少なくなっ

てくるとどうしても入っていただかなければいけない。そうでなかったら、患者さんとか

入居者の人に迷惑をかけてしまうということもありますので、どうしても急遽入ってもら

うということになると、人材派遣に頼らざるを得なくなっているのが現状で、その率がど

んどん高くなってきていると思います。 

 医療の現場ではそういったことがあるので、今後、人材不足の介護の分野でもどんどん

人材派遣に頼ってしまうところが増えてくるのではないかと思い、そうなると施設の財務

的なところを圧迫してくる。それで、本当に立ち行かなくなるのではないかというぐらい

の高額です。 

 先ほど佐藤委員がおっしゃっていましたけれども、そういったことを議論する場が、必
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要ではないかということをお伺いしたいと思いました。 

 以上です。 

○菊池部会長 ただいまの点はいかがでしょうか。 

○日野介護保険計画課長 人材派遣の関係は老健局が主担当ということではないのですけ

れども、基本的には労働者の派遣の事業というのは基本原則として駄目なのだけれども、

一部、労働者派遣事業だけはオーケーという仕組みになっていて、それは労働者派遣法と

いうのがあって、そこで御議論していただいていた記憶がございます。それで、昔、紹介

料につきまして上限を入れる、入れないという議論もたしかそこでやっていて、結局はそ

ういう規制は入れないという結論が出ていた記憶がございますので、一義的にはまずそち

らのほうで議論していただくというのが筋なのではないかと思っております。 

○菊池部会長 今の答弁は多分正論なのだと思いますけれども、橋本委員をはじめ、現場

で携わっておられる方の切実な状況というのは、それを労働部局と共有していただくとい

うところから始める必要があるのではないか。つまり、労働部局は派遣法制全体をどうす

るかという視点で見ているので、そうではなくて、医療・介護分野におけるこの逼迫した

状況はどうにかしないといけない。その場合は、老健局、あるいは厚生関係部局とタッグ

を組んでやっていかないといけない。 

 そういう意味では、数年前から障害分野では雇用と福祉の連携ということで、検討会を

立ち上げて、相乗りで相当成果が上がって、昨年の法律改正につながっていますので、そ

ういった道筋を描いていかないと、老健局として派遣法をいじるわけにはいかないので、

その辺りはまず切実な問題としてこの部会から、橋本委員以外の皆様、現場の皆様も同様

の感覚をお持ちだと当然思いますので、その辺りを事務局からやっていただくという、そ

の辺りも含めていかがですか。 

○林総務課長 総務課長でございます。 

 御指摘のとおり、問題意識を労働部局にも伝えていきたいと思います。 

 福祉分野の人材派遣についてはいろいろ課題がございまして、私が承知している限りで

は、労働部局のほうもいわゆるマル適マークではないですけれども、そういった取組など

も進めているかと思いますが、今日御意見があったことも含めて、人材派遣の在り方につ

いては御意見があったことをお伝えしたいと思います。 

 なお、人材派遣料は、広い意味では経営の話もございましたけれども、それをどのよう

に評価していくのかということなどにつきましては、介護報酬の議論にも関わる問題でご

ざいます。これは介護給付費分科会でもちょうど先日同じような問題提起があったところ

でございます。どこまで我々のほうも把握できるかというところはございますけれども、

広い意味ではそこの議論にも関わってくる問題だということで、どちらかというと給付費

分科会で、どこまでできるかは別ですけれども、議論になっていく事項の一つだと認識を

してございます。 

 以上です。 



34 

○菊池部会長 佐藤委員からも先ほど実態がどうなっているのかという辺り、データも含

めてそういうところをお示しいただく、そういう作業から地道に積み上げていくことも必

要だと思いますし、老健局としてできることもあると思いますし、労働部局との連携に努

めていただくこともあると思うので、その辺りを真剣に御検討いただいて、特に労働部局

の感触というか、どう考えておられるのか、介護保険部会なのか、給付費分科会なのかと

いうことはあると思いますけれども、場合によっては状況の御説明においでいただくとか、

それも含めて御検討いただければと思います。 

○林総務課長 分かりました。検討してみます。 

○菊池部会長 委員から直接状況をこの場で聞いていただくというのもインパクトがある

というか、意味があることかもしれないなと思うので、そういったことも含めて御検討い

ただければということでよろしいですか。橋本委員もよろしいですか。 

○橋本委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○菊池部会長 では、そういうことで、よろしくお願いいたします。 

 小林委員、どうぞ。 

○小林委員 ありがとうございます。 

 第２号保険料が年々上がっていく中で、介護給付費等適正化事業そのものは必須化して、

地道な取組を進めるべきと考えております。 

 加えて、何よりこの先将来も、必要なときには介護サービスを利用できるという安心感

と納得感を得られるようにしていくことが重要と思います。 

 その意味で、人材面での持続可能性の確保とか、給付範囲の普遍化といった課題への検

討を続けていくことが必要と思っておりますことを申し添えておきます。 

 以上です。 

○菊池部会長 ありがとうございました。 

 この件に関しましてはここまでとさせていただきます。ありがとうございます。 

 それでは、最後の議題４「総合事業の充実に向けた検討会（仮称）の設置について」、

御報告をお願いいたします。 

○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。 

 資料４に基づきまして御報告申し上げます。 

 １ページ目、２ページ目は、昨年12月20日に当部会においておまとめいただいた意見の

抜粋でございます。 

 １ページ目でありますけれども、地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた

中核的な基盤となり得ると。とりわけ総合事業の位置づけをしっかりしていくというよう

なおまとめをいただいています。また、先ほど花俣委員からも御指摘があったところであ

りますが、支援の客体として介護保険の被保険者を位置づけるだけではなくて、地域づく

りや日常生活の自立に向けた支援を担う主体としても観念することが重要であり、こうい

ったことをより明確に法令上及び運用上、位置づけるよう検討することが適当であると、
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最後におまとめをいただいているところでございます。 

 具体的には、２ページ目に様々書いてございますけれども、総合事業を充実化していく

ための包括的な方策の検討を早急に開始する。先ほども御指摘がございましたけれども、

できることからやるということかなと思っています。自治体とも当然連携しながら、第９

期計画期間を通じて、工程表を作成しつつ、集中的に取り組んでいくことが適当であると

おまとめいただいたところでございます。 

 それを踏まえまして３ページ目でございます。検討会を設置したいと考えてございます。

左の上からございますように、充実していくための制度的・実務的な論点を包括的に整理

した上で、工程表に沿って、具体的な方策を講じるため検討していくということでありま

す。 

 自治体・総合事業の実施主体の実務者などを中心に構成いたしまして、先ほど御指摘も

ございましたけれども、NPO等々、多様な主体がいらっしゃいますので、テーマに応じて多

様な実務者あるいは主体のヒアリングも併せて実施したいと考えてございます。 

 ２つ目のポツにございますように、第９期計画期間を通じた集中的な取組を促すために

令和５年度、早期に中間整理を行う予定ということでございます。下のほうに＜当面のス

ケジュール＞とございますけれども、３月中に第１回検討会を開催いたしまして、夏頃に

は検討会の中間整理につきまして部会に御報告、議論をいただきまして、以降、検討をさ

らに加速化、必要な対応を実施してまいりたいということでございます。 

 真ん中に、＜中間整理に向けた主な検討事項＞がございます。工程表に盛り込むべき内

容、多様な主体の参入促進のための具体的な方策、さらに中長期的な視点に立った取組の

方向性ということでございます。 

 先ほど、地域包括ケアシステムの構築状況の振り返りの視点で、自治体の点検ツールの

お話もございました。点検ツールは、地域包括ケアシステムの様々なコンテンツについて、

有機的にチェックするためというものでございます。 

 総合事業につきましては、この検討会などにおいても、より詳細な評価軸というものも

検討していただく必要があろうかと思っておりますので、そういった関係性も含めて検討

を進めてまいりたいと思っております。 

 右側に構成員がございます。粟田先生、石田先生、江澤先生に本部会からも御参画いた

だくということで調整しているところでございます。 

 私の報告は以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 それでは、この議題につきまして、皆様から何かございましたら御発言をお願いいたし

ます。 

 粟田委員、お願いします。 

○粟田委員  

 私からは、今の笹子課長からの話の追加でございますけれども、資料４の冒頭にありま
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すこの言葉は、この部会の議論を踏まえた抜粋でございますが、ここには地域包括ケアシ

ステムは包摂的な社会を目指す地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤であるというこ

とが書かれていて、その推進の中核にあるものが地域支援事業であると。そして、総合事

業は、その理念を体現する事業であるという趣旨のことを書いておりますので、これはと

ても重要なことでございますので、この視点を踏まえて検討会を進める必要があると考え

ております。 

 その際、改めて持続可能な地域共生社会とは一体何かというところからひもとく必要が

あるのではなかろうか。先ほど、石田委員、座小田委員からも指摘がありましたように、

これまで住民主体ということが強調されてきましたが、住民の状況も大きく変化している

ということもありまして、多様なステークホルダーの関与とか、あるいは当事者参画の原

則といったことを踏まえた上で、今日の総合事業の実態はどうなっているのか、あるいは

どのような効果をもたらしているのか、あるいは他の地域支援事業、例えば生活支援体制

整備事業、在宅医療・介護の連携事業、認知症総合支援事業、そういったことと連動しな

がら地域共生社会の実現に向けて稼働できているかどうかという観点で検討しなくてはい

けないかなと思っています。 

 それに当たって、介護予防という観点は非常に重要なのですけれども、それだけでなく、

日常生活支援という観点をこれまで以上に注目していかなくてはいけないだろう。特に今

後は、独り暮らしの方、夫婦のみの方、そして認知機能が低下している高齢者が急速に増

加していくということがございますので、こういった方の日常生活支援ニーズとは何かと

いうことを考えて、そのニーズが総合事業の中でどの程度充足しているのか、それによっ

て尊厳ある自立生活が維持できているのかどうか、そういう観点がこれから非常に重要で

あろうかと考えております。 

 それから、今更ながらですけれども、総合事業は非常に複雑で、実地要項をよくよく読

めば理解はできますけれども、複雑さゆえに実態が見えにくくなっていることもあるので

はないかと思いますので、多様性があるというのは悪いことではないのですけれども、果

たしてこれだけ多様な活動が地域共生社会の実現という大目標に向かって稼働できている

のかどうかということが大変大きな問題になりますので、いずれにいたしましても、先ほ

ど私も意見を述べさせてもらいましたが、これは地域支援事業全体のシステムインテグレ

ーションとも関係してくるテーマでございますので、丁寧な検討を進めていければと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、花俣委員、お願いします。 

○花俣委員 ありがとうございます。 

 総合事業充実に向けた検討会の委員のメンバーでいらっしゃる粟田先生のほうから、気

になることを全て御指摘いただいて、私のほうからつけ加えることはもうないぐらいなの
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ですけれども、もう一点、私、当事者といたしまして、要支援認定者が利用している生活

支援・介護予防サービス事業を充実させるための検討会ということになるかと思うのです

けれども、参考資料１－６の「介護保険制度の見直しに関する参考資料」では、45ページ

に「旧予防給付と地域支援事業（総合事業）の合計額の推移」とあります。介護予防・日

常生活支援総合事業の事業費は75歳以上の高齢者の伸びを下回っていると報告されていま

す。もちろん新型コロナウイルス感染症の流行により利用控えなどもあると思いますが、

要支援認定者の皆さんに必要なサービス事業が十分に届いていないのではないかというこ

ともちょっと気になっております。 

 検討会では、ぜひ要支援認定者の在宅介護の実態についても検討していただけるように

要望しますとともに、今、国では、チームオレンジの構成員として、あるいは介護助手、

そういった担い手が前期高齢者をイメージされているかと思うのですけれども、いずれも

重複しておりますので、この辺の人材というか、担い手の確保ということについても併せ

て御配慮いただければと考えております。 

 以上になります。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 それでは、オンライン参加の染川委員、お願いします。 

○染川委員 ありがとうございます。 

 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組ということで、目的を総合事業の推進

に絞って検討会を設置するとのことですが、地域支援事業の中の地域の実情に応じて任意

で取り組むとされている事業についても実施率が低いのが現状です。中には、家族介護支

援事業など、要介護者を介護する家族の支援のために必要不可欠と思われる事業も含まれ

ています。 

 ぜひとも、地域支援事業の中で任意とされている各種の事業についての取組推進に向け

た検討も併せて進めていただきたいと要望します。 

 以上でございます。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 その点、いかがですか。質問ではないのですけれども、今回はあくまで総合事業に絞っ

てという理解でいいのですか。 

○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。 

 今般は、介護保険部会において取りまとめられた御意見を踏まえて、総合事業に絞って

行うものでございます。もちろん任意事業についても、私ども様々な事業、老健事業等を

通じて実態を把握しながら、それの活性化あるいは効率化、様々な観点から検討してまい

りたいと考えております。今回のこの検討会につきましては、総合事業ということでお許

しいただければと思います。 

○菊池部会長 そういうことでございます。 

 津下委員、お願いします。 
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○津下委員 ありがとうございます。 

 総合事業の充実に向けて集中的に議論がされることは、時宜に合った重要なことと思い

ます。その中で、地域の受皿づくりで、住民主体とかいろいろな関係者なのですけれども、

介護の専門的な知識を持つ地域の介護福祉士さんも施設の方々、医療機関の方々、そうい

う方々が総合事業を育てる、水をやり、見守り、肥料を提供するみたいな、地域の専門職

の方々が一緒に支えていくような持続的な仕組みが非常に重要かなと思っております。 

 一時的に盛り上がっても、熱心にやっている人が辞めてしまったらこの活動が衰退して

しまうみたいなことではなくて、総合事業を進める上で、地域の介護資源のバックアップ

を十分に受けられるようなことや、また、介護施設にとっても地域住民のふだんの姿を知

る機会ともなりますので、切り離した議論ではなく、総合的にどうしていくのかというこ

とについて、積極的な御提言をいただくのがいいのかなとも思っております。ぜひ充実し

た議論をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○菊池部会長 ありがとうございます。 

 あとはよろしいでしょうか。 

 当部会からは粟田委員、石田委員、江澤委員が参加されるということで、ぜひ充実した

議論をお願いしたいと思いますし、粟田委員からお話があったように、大きな視点を踏ま

えつつおまとめいただければと私からもお願い申し上げたいと存じます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは、予定の時間を少し早いのですが、予定した議題は全て終了いたしましたので、

本日はここまでとさせていただきます。 

 次回の日程について、事務局からお願いいたします。 

○占部企画官 次回の部会の日程につきましては、追って事務局より御案内いたします。 

○菊池部会長 新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが２類から５類に変わる

ということで、会議の持ち方などもどうなるか、これはどこでもそうだと思いますが、私

の所属する大学でも会議の在り方がこの春大きく変わる予定で、授業の在り方も大分変わ

るかなと。マスク着用云々というのもなかなか悩ましい問題ではあるのですが、世の中全

体がそういう状況になったところで会議の持ち方をどうするか。これはもう政府全体の方

針とも関わりますし、大事な現場を持たれておられる委員も所属されておられますし、い

ろいろな考慮要素があると思いますが、一つの考えるポイントの時期でもあるかなと思い

ますので、事務局のほうでは御検討をいただければと思います。 

 それでは、本日の部会はこれで終了させていただきたいと思います。大変お忙しい中、

どうもありがとうございました。失礼いたします。 


